
文
化
入
年
八
月
十
八
日

・
十
九
日
の
悶
日
間
。
前
倒

列
班
点
の
佐
伯
惜
し
た
る
に
凶
る
。

文
化
丸
年
凶
月
凶
日
。
前
川
野
院
の
郎
城
し
た
る
に

凶
る
。

文
化
丸
年
九
月
什
凶
日
。
前

m
m殺
の
卯
反
似
脅
院

に
宮
訟
を
終
へ
た
に
図
る
。

文
化
十
年
十
二
且
廿
四
日
か
ら

什
六
日
ま
で

一一一岡

山
。
前

m
m海
・芳
剣
・男
嫡
の
締
約
が
お
府
の
許
可

そ
得
た
に
図
る
。

文
化
十
一
年
四
且
六
日
o
前
出
資
郎
の
邸
械
し
た
に

凶
る
。

文
政
近
年
十
月
十
八
日

・
十
九
日
の
雨
日
間
。
前
印

刷H
務
の
捌
替
に
於
い
て
元
服
し
た
に
凶
る
o

文
政
五
年
十
二
月
十
四
日

・
十
王
日
の
商
日
刷
。
前

川
野
携
の
相
約
し
た
に
図
る
。

文
政
七
年
四
月
六
日

・
七
日
の
爾
日
間
。
前
川
狩
務

の
入
附
し
た
に
図
る
。

文
政
十
=
一
括
〈
天
保
元
〉
六
月
期
日
・二
日
の
一
山
日
間
。

前
田
鹿
山
引
の
生
誕
に
困
る
。

天
保
二
年
十
二
月
十
八
日

・
十
丸
日
の
両
日
開
。
前

印
刷
刊
殺
の
容
践
に
昇
任
し
た
に
困
る
。

天
保
十
三
年
三
月
十
四
日
・
十
五
日
の
爾
日
間
。
前

町
宇
和
四
年
九
且
十
四
日
。
前
凶
俗
次
郎
が
卯
反
観
骨

院
へ
の
{
呂
怠
を
終
へ
た
に
図
る
。

文
化
=
一
年
四
月
四
日
。
前
凶
湾
腐
の
先
に
師
城
し
た

に
凶
る
。

文
化
六
年
四
月

H
六
日

・4
u
七
日
の
同
日
間
。

，創出

向
院
が
新
進
の
ご
，
丸
御
殿
に
移
従
し
た
る
に
倒
る
0

・
文
化
八
年
二
月
廿
六
日

-H
七
日
の
隔
日
開
。
二
，
丸

御
殿
今
一
〈
峻
威
し
、
儀
式
能
の
行
は
れ
た
る
に
図

守
品
。 平

和
四
年
四
月
四
日
。
前
川
湾
問
仙
の
路
城
し
た
に
図

る。

ホ
ン

m
m出
鼎
の
叙
任
せ
ら
れ
た
に
凶
る
。
今
の
地
に
耐
判
じ
た
と
い
ふ。

弘
化
二
年
二
月
イ
六
日
か
ら
十
八
日
に
明
石
日

一

ホ
ン
ジ
ヨ
ウ
ジ

本
海
寺
石
川
郷
幻
附
に
在
つ

問
。
前
例
持
携
の
制
匁
総
え
た
る
に
凶
る
。

一
て
、
口
一
宮
山
東
援
に
砲
す
る
。
明
治
十
二
年
六
且
寺
川
田

弘
化
二
年
九
月
六
日
・
七
日
の
耐
日
間
。
前
川
俊
郎

一
の
公
務
そ
許
さ
れ
た
。

の
初
め
て
入
凶
し
た
に
図
る
。

一

ホ
ン
ジ
ヨ
ウ
ジ
本
浮
寺

山
出
向
制
上
町
に
在
つ

弘
化
四
年
四
月
十
日

・
十
一
日
の
前
日
開
。
前

m狩
一
て
、
甲
山
世
田
京
一
仮
に
臨
す
る
。

滋
が
出
世
動
の
途
中
川
凶
山
世
出
荷
犯
れ
た
に
削
る。

一

ホ
ン
ジ
ヨ
ウ
ジ

本
成
寺
能
楽
郷
町
田
に
在
っ
て
、

安
政
=
一
括
三
且
朔
日

・
ご
日
的
問
日
間
。
前
川
殉
進

一
日
謎
宗
に
印
す
る
。
元
徹
十
四
年
日
+
一
之
を
小
松
に

の
蛸
畑
中
納
吉
野
任
に
凶
る。

一
創
立
し
、
明
治
七
年
今
の
所
に
移
っ
た
。

州出胞
一
一年
七
月
引
六
日

H
七
日
の
両
日
刷
。
前
山

一

ホ
ン
ジ
ヨ
ウ
ジ
本
成

寺

湖

同
部
柴
釘
に
在
つ

鹿
取
の
製
討
入
凶
し
た
に
凶
ろ
。

一
て
、
日
泌
也
市
に
町
田
す
る
。

山
蹴
は
H
K
輿
山
。
臨
永
申

明
治
二
年
六
月
十
八
日
・

十
九
日
の
耐
日
間
。
前
山

一
制
谷
妙
成
寺
沢
代
目
立
の
制
廷
に
係
る
。

隆
氏
'
の
釘
此
(
品
料
hv-受
け
た
に
図
る
。

一

ホ
ン
ジ
ヨ
ウ
ジ

本
柔
寺

刑
制
咋
狐
元
女
に
在
つ

ホ
ン
シ
ョ
ウ
ジ

本
性
寺

品川印刷日
間
寺
町
に
在

一
て
、
流
出
間
取
振
に
邸
す
ろ
。

っ
て
、
長
久
山
と
蹴
し
、
日
恕
宗
に
邸
す
る
。
実
正

一

ホ
ン
ジ
ヨ
ウ
シ
ユ
メ
本
庄
主
馬
元
利
元
年
大

十
四
年=一
山
村
作
内

・
橋
本
総
右
術
門
の
二
人
前
川

一
反
の
科
役
に
足
料
開
と
し
て
出
仰
し
泊
一
つ
を
娘
、

利
家
に
抑
制
う
て
之
ゃ
い
柏
木
町
に
恕
・
3
し
、
越
前
府
中

一
後
敵
し
て
京
に
去
っ
た
。
今
の
金
抑
主
脳
町
は
印
ち

本
興
寺
の
子
院
数
行
院
の
併
を

Mm
い
て
寺
中
引
と
し

一
ヰ一括
の
第
地
が
あ
っ
た
防
と
い
ふ
。
可
制
小
説
等
に

た
。
後
小
立
山
却
に
移
り
、
次
い
で
河
限
川
に
、
元
利

一
士
h
M
の
称
宇
一
三
千
石
と
す
る
が
、
院
長
十
七
年
の
士

一兆
年
今
の
地
に
剥
じ
た
o

-
桜

・
元
利
一
河
一
一
年
の
士
制
服
共
に
千
八
百
石
と
す
る
。

ホ
ン
シ
ョ
ウ
ジ

本
昌
寺
石
川
部
金
石
町
上
経

一

ポ
ン
セ
イ
党
清

l
h
p
イ
ヨ
ウ
ポ
Y
セ

イ

太

前
町
に
在
っ
て
、
日
間
叫
宗
に
邸
す
る
o
山
総
は
妙
将

一
容
批
判
前
。

山
。
正
保
二
年
日
随
の
創
建
す
る
所
で
あ
る
o

一

ホ
ン
セ
イ
ジ

本
誓
寺
石
川
端
松
任
に
在
っ
て
、

ホ
ン
シ
ョ
ウ
ジ
本
照
寺
刑
制
咋
榔
阿
川
に
在
つ

一
回
出
市
東
一
献
に
開
削
す
る
。
山
批
は
坂
本
山
。
親
帥
仙
沼
徳

て
、
認
宗
束
振

に

印

す

る

。

一

法

輸

相

出

に

、『
加
賀
凶
石
川
郡
松
任
本
界
寺
、
役
昔
は

ホ
ン
シ
ョ
ウ
ジ

本
勝
寺

以
雫
川
前
一
下
に
在
つ

一
天
台
宗
な
り
し
に
、
県
人
同
府
へ
御
下
旬
の
回
目
承
・
り
、

て
、
民
宗
京
僚
に
回
す
る
。

一
代
部
川
の
越
ま
で
迎
出
て
昭
一
一
人
に
制
し
、
信
仰
の
あ

ホ
ン
シ
ョ
ウ
ジ

本
正
寺

石
川
部
四
十
以
に
在

一
ま
り
巾
て
臼
〈
、
日
も
は
や
孤
慨
に
か
た
む
き
ぬ
れ

っ
て
、
民
世
間
東
一
献
に
回
す
る
。

削
治
十
二
年
六
且
寺

一
ば
裁
寺
に
て
一
宿
し
給
へ
と
。
明
人
左
右
な
〈
う
け

奴
の
公
栴
を
許
さ
れ
た
。

一
が
ひ
給
へ
ば
大
に
悦
び
、
別
ち
型
入
札
町
供
し
奉
旬
、

ホ
ン
ジ
ヨ
ウ
ジ
本
海
寺

金
制
作
芦
中
町
に
在
つ
一

い
ろ
/
¥
珍
物
十
一
と
a
h

の
へ
安
せ
て
、
夙
夜
法
門
の

て
、
回叫宗
東
仮
に
関
す
る
。
初
め
越
巾
械
的
に
思
た
一
王
迎
争
放
h
v
、
終
に
本
宗
宇
一
す
て
御
弟
子
と
な
れ

が
、
正
保
三
年
金
深
十一二
間
町
に
移
。
、
成
治
二
年
一
旬
。
』
と
あ
る
o
岱
寺
山
蹴
に
和
銅
近
年
告
別
の
大
般
若

ポ
ン
セ
ン

控

室批判
仙。

ホ
ン
セ
ン
ジ

本
泉
寺
河
北
郡
二
俣
に
在
っ
て
、

長
宗
架
波
に
闘
し
、
本
願
寺
巧
如
の
三
子
如
来
祢
は

宣
怖
の
側
〈
悶
別
で
あ
る
。
次
い
で
閉
山
知
の
一
一子
に
し

て
宣
祐
の
哨
で
あ
っ
た
恕
采
却
は
策
銀
は
、
越
巾
勝

興
寺
に
住
し
、
同
凶
初
日
ホ
寺
と
共
に
宣
請
の
後
キ
」
承

け
、
品
川
ね
て
木
口
市
寺
山
官
宿
し
た
が
、
文
明
九
年
先
づ

硝
宗
寺
の
粂
佐
を
止
め
、
十
一
年
勝
興
寺
を
恕
容
に

終
得
本
一
容
が
あ
り
、
今
凶
貨
に
指
定
せ
ら
れ
て
ゐ

る
0
4
〆
イ
ハ

Y

ユ
ヤ
キ
ヨ
ウ
大
般
若
絡。

ホ
ン
セ
イ
ジ

本
誓
寺

臨
奈
川
柑
南
に
在
っ
て
、

同
県
宗
市
川
被
に
鴎
す
る
。
初
め
新
町
分
討
に
あ
っ
た
が
、

天
正
十
四
年
今
の
地
に
移
旬
、
元
利
=
一
年
十
月
前
間

利
治
か
ら
、
尚
三
石
丸
斗
四
升
の
地
を
詩
附
せ
ら
れ

た
。
能
宥
.
名
跡
芯
に
、『
本
町
三
寸
と
て
東
方
一
向
宗
臥

京
一
測
の
般
開
銀
所
あ
り
。
此
寺
昔
は
石
動
山
門
抵

の
術
院
な
り
し
と
て
、
務
内
川
大
間
な
ど
の
付
従
敏
多

あ
り
。
』
と
あ
ろ
。
寺
肢
の
文
部
に
、
山
田
山
某
の
お
、

品
山
家
隠
泌
岩
の
替
、
古
海
=
一
助
の
替
、
努
次
山
制

札
、
税
引
悩
前
の
閉
口
三
泊
、
前

m路
四
郎
の一目
、
前

回
爺
踏
の
包
四
辺
、
前
回
修
理
の
抗
日
三
辺
、
長引
M

注

の
開
口
一
辺
、
長
約
辿
の
部
二
泊
、
そ
の
仙
木
剛
寺
山
副

知
・民
如
等
の
消
息
が
あ
る
。

ホ
ン
セ
イ
ロ
ン

本
政
論

一
加
。
文
化
十
凶
年

了
引
日
制
点
幹
結
。
践
が
同
の
誕
た
る
所
以
を
述
べ
‘

加
賀
に
於
け
る
詰
時
の
政
治
の
敏
陥
と
、
牧
民
的
大

訟
と
党
論
じ
た
る
も
の
。

ホ
ン
ゼ
ジ

本
自
主
寺

金
保
六
斗
林
に
在
っ
て
、

隣
生
山
と
鋭
し
、
日
間
出
世
間
に
邸
す
る
。
殴
安
ご
年
主

品
開
寺
況
代
日
理
河
原
町
に
桝
生
施
そ
起
し
、
明
川
町
三

年
野
附
寺
町
に
郭
じ
、
寺
鋭
を
本
是
寺
と
抑
制
し
、
究

文
十

一
年
今
の
既
に
終
っ
た
と
い
ふ
。

党
仙

4
テ
ク
ウ
ゾ
ポ
Y
セ
y

七
J、
四


